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 知的障がい児・者と家族の会           【８月号】 令和 5 年 8 月 10 日 

                                       発行元 （一社）京都手をつなぐ育成会 

京都市右京区西京極新明町 38 番地 3 

Tel::075-322-1070  Fax::075-322-1071 

ホームページ http://kyotoikuseikai.or.jp/ 

                                            メール: jimu@kyotoikuseikai.or.jp 

第 62 回近畿知的障がい者福祉大会 
（第 57回滋賀県知的障がい者教育福祉振興大会併催） 

 

日 時  令和５年１０月２１日（土） 12 時～15 時４５分 

場 所  守山市民ホール 

主 催  近畿手をつなぐ育成会連絡協議会 他 

全体会  式典   開催地域イベント（ひよっこだんす） 

中央情勢報告 又村あおい氏 ・  パネルディスカッション 

本人大会  「コロナ禍での活動について発表しよう！」他 

※開催にあたってはハイブリッド方式をとられ、現地とオンライン配信があります。 

※詳細は、育成ニュース９月号でご案内いたします。 

 

登録ヘルパーさん 募集しています!!             

いくせい京都のホームページ →  

 いくせい京都支援センターでは現在 50 名弱の登録ヘルパーさんが活躍されてい

ますが、新しい登録ヘルパーさんの成り手がなかなか厳しい状況です。 

知的障害者（児）のガイドヘルパーを続けることは容易ではなく、公共の場で 

とっさの判断を求められることが多く、地道に経験を積んでいくことが大切です。

障害の特性の理解を深めるために勉強も必要です。時には残念ながら辞めてしまわ

れる方もおられます。 

しかし、続けて下さっている皆さんからは「外出の手伝いが出来てうれしいで

す」「終了時にありがとうと言ってくださり、必要とされていると感じてうれし

い」「一緒に楽しんでいます」とうれしいお言葉を頂いています。これを書いてい

る私も「大変だが長く続けていきたい、少しでも力になれば…」と微力ながら事業

所が永く続くことを願っています。 

 育成会の会員の皆様、もし周囲に有資格者（介護職員初任者研修【ホームヘルパ

ー2 級】・知的精神障害者ガイドヘルパー養成研修修了など）で「この人なら！」

と思われる方がおられましたらぜひお声掛け頂けないでしょうか。 

お力添え、どうぞよろしくお願いします。 

※ホームページにヘルパー募集について詳しく記載しています。      

           特定非営利活動法人 いくせい京都 いくせい京都支援センター 

           ☏075-812-3500 fax075-812-3502 ✉ npo@ikuseikyoto.or.jp 
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組織だより 令和５年８月号 

 

★第 115 回『巣立ちのネットＷＯＲＫ』事務局会議 

7 月 5 日（水）、京都市総合教育センターにて標記の会議が行われ、本年度の事務局長に白河

総合支援学校の中村校長が選出されました。構成メンバーは４２名で京都市内にある支援学校は

もちろんのこと、京都府、京都市の各担当部署や、障害者の就業・生活支援などの窓口となって

おられる多くの機関から代表が出席されています。情報交換では、令和 4 年度卒業生の進路状況

と令和 5 年度の進路希望状況が支援学校の進路指導主事から説明されました。また、ハローワー

クからは、令和 5 年度から障害者雇用率が引き上げられたことで企業などからの問い合わせが増

えてきている。支援学校では、コロナ禍で 2 年程は職業体験実習が出来ず、生徒が目標を持ちに

くかったが、昨年からは、実習もできるようになり、進路の希望が言える生徒に戻ってきたとの

報告もありました。皆さまの障害者の就労に対する積極的な取り組み内容についての情報をお聞

きし、まさに『ネット WORK』があればこそ出来る事であると思いました。 

 

★令和５年度 京都府障害者施策推進協議会 

 ７月６日（木）、標記会議が開催されました。議題は、京都府障害者・障害児総合計画（第５

期京都府障害者基本計画・第７期京都府障害福祉計画・第３期京都府障害児福祉計画）（仮称）

の策定について府の担当者から説明があり、意見交換がありました。障害のある本人から、まだ

まだ差別があり、施策の推進と共に障害者を理解する活動も大切と話されました。 

 

★令和５年度 第１回京都市障害者施策推進審議会 

 ７月１０日（月）、標記会議が開催されました。議題は、（１）「はぐくみ支え合うまち・京

都ほほえみプラン」に掲げる施策及び第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の進捗状況に

ついて（２）京都市障害者生活状況調査等の実施結果について（３）次期「はぐくみ支え合うま

ち・京都ほほえみプラン」の策定について。以上、市の担当者から説明がありました。（３）に

ついては、今年度会議が持たれ、育成会から会長の上田が出席します。 

※京都府と京都市の標記会議の資料を事務局に置いておりますので、ご覧になりたい方は、事務

局までお申し出ください。 

 

★社会福祉法人 京都育成の会 法人創立記念行事 

 ７月２７日（木）、西寺育成苑で標記行事が開催されました。第一部は、役員の退任・就任の

セレモニーで、岩井光男理事長が退任され、天野広一氏が新理事長に就任されました。また、新

理事に当会会長の上田克枝が就任されました。 

西寺育成苑の理事長として重責を担ってこられた岩井光男相談役は、京都手をつなぐ育成会の

会長を退任後、西寺育成苑の理事長に就任されました。長年に亘るご尽力に心から感謝申し上げ

ます。 

第二部は、「求められるこれからの障害福祉サービス」と題して、中部学院大学人間福祉学部

講師で京都育成の会の評議員でもある、竹村忠憲氏の記念講演がありました。 

                                    組織委員 
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 ～～～7 月青年学級だより～～～ 

第 1239 回・1240 回 本人楽しみのボウリング大会を、7 月 2 日・16 日に MK ボウル上

賀茂で、付き添い指導員を含め総勢 105 名（前半/後半）参加で開催いたしました。 

 本年度は、入賞賞品を 1 位・2 位・3 位・10 位・ブービー賞の 5 名（男

女別 計 10 名）を入賞者としました。（前半・後半共で 20 名） 

回数重ねれば、準備も慣れたもの 

『まずは慎重にボウル選びから？』 

準備の出来たグループから、各自思い思いのプレイスタイルで 2 ゲームを

楽しみました。 

“ストライクが出れば歓声と共にハイタッチ” 

事故もなく 4 時には終了いたしました。 

 

【前半】ブービー賞       10 位                3 位                  2 位                  1 位 

【後半】ブービー賞       10 位                3 位                  2 位                  1 位 

8 月の青年学級は夏休みですが”コロナ対策・熱中症対策に気を付け 9 月の“英語を楽しも

う”では、元気な皆様に会えるのを楽しみに準備をしております。 

予定では、アリソン・シーマンさん、メラニー・チウリザさんの 2 名の女性 ALT 講師の方に

来て頂きます。         

                              青年学級担当 小谷・尾髙 
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『第 1 回弁護士法律講座』の報告 

テーマ 知的障害者の財産管理～遺言の書き方～ 

令和５年７月３日(月) 中島宏樹法律事務所の岩﨑智加弁護士を 

お迎えし、標記講座を行いました。 

 まず、相続の手続きについて、事例に沿ってお話しくださいました。知的障害の有無は相続そ

のものには関係なく、平等に行われます。遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に知的障害

者がいる場合、本人の権利を守るために判断能力の程度によっては成年後見人をつける必要があ

ります。 

後見人がついた場合、遺産分割協議が終了した後も後見は続きますが、専門家の後見人から親

族後見人に交代するなど、後見人の交代が可能な場合もあります。 

 遺言がない場合の相続は、法律に沿って法定相続人の間で法定相続分の定めにより遺産分割協

議を行います。遺言がある場合、遺言に沿って遺産分割協議が行われます。 

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、それぞれのメリットとデメリットをお話しくだ

さいました。遺言には付言事項として遺言者の思いを家族へのメッセージとして記載することが

できます。 

 例えば、施設や家族とあらかじめ話し合って合意を得た上で、障害のある子の面倒を見ること

を条件に施設や家族に対して特定の財産を遺贈する。このような「負担付き遺贈」を遺言したと

き、付言事項で残された家族への思いを記載しておくことも大切です。 

 また、相続手続きをするには相続人全員の実印が必要なので、印鑑登録をしておくと良いとの

ことでした。登録手続きは家族など代理人でも可能です。本人の財産管理に対しては、後見制

度、遺言、信託の利用が考えられますので、悩む場合は専門家に相談し、家族とよく話し合うこ

とが大切です、とお話しくださいました。 

 参加者からは、遺言についてくわしい話が聞けて良かった。自筆証書遺言の書き方を具体的に

知りたい。印鑑登録など、できるところから準備を始めたい等の感想がありました。 

(相談部会  日根野 杉本) 

 

 

        
“コールいくせい”のご案内 

～深呼吸をして、大きく口をあけ、声を合わせて歌いましょう～ 

 のキャッチフレーズで始まったコールいくせい。心癒される歌の時間を皆で共有していきたい

と願っています。 

 この秋は、９月２４日（日）左京区民ふれあいまつり（左京区役所）、１０月２１日（土）ほ

ほえみ広場（ＫＢＳホール）に出演予定です。曲目は、「パプリカ」「カントリーロード」で

す。 

 興味ある方は是非‼ ご一緒に‼ ひかり学園でお待ちしています‼ 

練習日 ８月２４日（木）９月７日（木）１４日（木）１０月１２日（木）19 日（木） 

    10 時～11 時 30 分 よろしくお願いします。 
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『２０２３ほほえみ広場のプレ企画開催のお知らせ』 

１０月２１日（土）に行われる「２０２３ほほえみ広場」のプレ企画が、９月１６日（土） 

午前１１時～午後３時に、京都ポルタ中央通りで行われます。 

告知チラシの配布や昨年のダイジェスト版の上映が行われます。 

また、授産施設等の製品も販売される予定です。

お近くに行かれた際にはお立ち寄りください。 

 

 

 

(２5)       昭和 40 年第 15 号 

 

- 機関誌「いくせい」が伝えてきたこと  – 

 

時代は昭和 40 年に入ります。この年、朝永振一郎氏が日本人 2 人目のノーベル物理学賞を受

賞されています。朝永氏は京都一中(現洛北高校)、三高、京大で湯川秀樹氏と同級生だったそう

です。同じ時代に 2 人の天才が京都の同じ学校で学んでおられたとは、驚きです。 

さて、第 15 号は、京都育成会第二代会長の国井修二郎氏を偲ぶ特集が組まれています。国井

会長は京都大学教授として活躍される傍ら、育成会の会長を務められました。享年 53 歳でし

た。 

国井会長の功績 

35 年 6 月   会長就任 

36 年 4 月   若杉学園開設に当たりご尽力 

37 年 3 月   欧州御視察、精薄施設御見学 

37 年１１月   育成会成人部結成 

38 年 4 月   会則・規約の改正 

38 年 10 月   近畿ブロック大会京都大会を開催 

38 年 12 月   知恵遅れの子等の年賀はがき販売 

39 年 ７月   南山城学園創設・理事長就任 

 

この号では、当時の理事の皆さんがお集まりになり、会長を偲ぶ座談会の様子が伝えられてい

ます。会長の人柄が出ているところをご紹介します。 

P  育成会の会議では、会長でありながら議長をされる。そして議事を上手に処理される。又、

会議中に私語されて発言内容が聞こえにくい時には、大きな声で叱られる。その後、横を向

いてにっこり笑っておられ、本当に親しみのある注意、包容力のある方でした。 

Ｇ 京都の育成会を発展させようと努力された方でした。こわい人でしたが、そのため、私は

非常に勉強になりました。 

Ｈ お世辞抜きにして、全国の育成会会長には類を見ない立派な人でした。 

Ｊ ある時は大学教授、ある時はお父さん、ある時は青年、といった持ち味。そこに先生の魅

力もあったし、豊かな人間性も感じられました。 

Ⅼ 他府県の会長さんは、大変派手に自分の府県を宣伝しようとしますが、京都の場合、確実

にこの会をまとめ堅実なものにしたいということをいつも考えておられることがはっきり分

かって、本当に有難く思いました。

Ｎ お酒はお好きで、飲まれたあとが大変だったようで、友達を全部送り届けてから、帰られ

るのでいつもお帰りは、朝の 3 時、4 時になったとか。 
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[無料電話・メール相談等本部受付件数] 

≪7 月 相 談 件 数≫  法律 4 件 医療 2件  

療育 13 件 施設 3件    

［京都市障害者相談員による相談件数］ 

第１期 令和５年４月～６月 31 件 

 

 

令和 5 年の法律相談  9:30～12:30 

9 月 2 日（土）   担当弁護士 斎藤 浩幸 氏 

9 月 21 日（木） 担当弁護士 東岡 由希子 氏     

当番の相談員もいます。お気軽にお越しください。 

 

第 2 回弁護士法律講座のお知らせ 

      日時  令和５年 10 月４日(水) 10：00～12：00 

      場所  京都手をつなぐ育成会事務所 ３階会議室 

      テーマ 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化について」  

      講師  オギ法律事務所 荻原 卓司(おぎはら たくじ)弁護士 

      申し込み 育成会事務局  075-322-1070 9 月 1 日より受付 

      締め切り 9 月 27 日(水) 定員 25 名 

 

【9 月 活動計画】    【 支 部 だ よ り 】 

                   

 

 

         

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北部    9/21     研修会 

（京都市障害者スポーツセンター） 

右京    9/20     学習会「ねえ、聞いてえな、言うてえ

な、教えてえな」（育成会事務所） 

 

2   役員例会、法律相談 

3     青年学級（英語を楽しもう） 

6     専門家による講座 

7   コールいくせい練習（ひかり学園） 

12    文化委員会、山科工房見学 

13    支部長会    

14    コールいくせい練習（ひかり学園） 

17    青年学級（英語を楽しもう） 

21    法律相談 

24    左京区民ふれあいまつり 

 

支部行事等で、多くの参加者を募りたい場

合は、育成ニュースをご活用下さい。 

出来る限り広報致しますが、誌面の都合上

掲載できない場合はご容赦下さい。 

             文化委員会 


